
一 般 質 問市政について問う！

▲使途不明金が発覚した　　　
沼津夜間救急医療センター

市
長
が
負
う
べ
き
責
任
を
明
ら
か
に

し
な
い
姿
勢
を
市
民
は
理
解
す
る
の
か
。

市
民
福
祉
部
長
／
三
市
三
町
の
住
民

に
説
明
を
す
る
と
き
に
は
、
全
容
が
見
え

て
き
た
段
階
で
、
再
発
防
止
策
を
示
す
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
、
警
察
の

捜
査
に
全
面
的
に
協
力
す
る
と
い
う
の
が

私
ど
も
の
考
え
方
で
あ
る
。

二
市
三
町
か
ら
も
指
摘
さ
れ
た
チ
ェ

ッ
ク
体
制
の
甘
さ
及
び
条
例
の
認
識
不
足

に
つ
い
て
。

市
民
福
祉
部
長
／
損
害
保
険
会
社
か

ら
入
金
さ
れ
る
医
療
費
（
保
険
金
）
が
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
在
の
収
入
の
仕
方

問答問答

電
子
地
図
情
報
を
活
用
し
た
情
報
発

信
を
導
入
す
る
考
え
は
。

政
策
推
進
部
長
／
現
在
、
本
市
で
は
、

災
害
情
報
を
一
元
的
に
共
有
す
る
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
、
各
種

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
、
避
難
所
の
位
置
や
開

設
状
況
、
道
路
の
通
行
止
め
情
報
な
ど
を

電
子
地
図
情
報
と
し
て
公
開
す
る
予
定
で

あ
る
。
ま
た
、
庁
内
で
使
用
し
て
い
る
地

図
資
源
を
一
元
管
理
す
る
統
合
型
地
理
情

報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
、
次
期
シ
ス
テ

ム
更
新
の
際
に
、
市
民
へ
の
公
開
機
能
の

導
入
を
検
討
し
て
い
く
。

令
和
五
年
十
月
の
本
市
盛
土
条
例
の

問答問

し
て
威
力
業
務
妨
害
の
疑
い
で
再
逮
捕
さ

れ
た
が
、
い
ず
れ
も
処
分
保
留
と
な
っ
た
。

②
再
発
防
止
に
向
け
て
は
、
原
因
不
明
の

事
象
に
対
し
、
従
来
の
担
当
部
署
の
調
査

に
加
え
、
医
療
安
全
管
理
室
が
早
期
に
介

入
し
、
調
査
・
対
応
で
き
る
体
制
を
院
内

に
整
え
る
と
と
も
に
、
全
職
員
に
対
し
て
、

当
院
の
顧
問
弁
護
士
を
講
師
と
し
て
医
療

機
関
に
特
化
し
た
内
容
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
研
修
を
開
催
し
、
意
識
の
向
上
を
図

っ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態

が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら

の
再
発
防
止
策
を
講
じ
な
が
ら
、
さ
ら
な

る
信
頼
回
復
に
努
め
て
い
く
。

産
業
振
興
部
長
／
②
本
市
西
部
地
域
は
、

新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
や
東
駿
河
湾
環
状
道

路
の
整
備
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
海
上
輸
送
の
拠
点
で
あ
る
田
子
の
浦

港
と
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な

物
流
手
段
に
対
応
で
き
る
、
広
域
的
な
物

流
拠
点
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
い

地
域
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

企
業
訪
問
や
産
業
関
連
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参

加
な
ど
、
様
々
な
機
会
に
お
い
て
積
極
的

な
Ｐ
Ｒ
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
者
の
意

向
を
踏
ま
え
な
が
ら
土
地
利
用
に
つ
い
て

の
検
討
を
行
う
な
ど
、
企
業
誘
致
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
る
。

に
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
辺

り
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
警
察
の
捜
査
に

よ
り
全
容
が
分
か
っ
た
時
点
で
、
何
が
足

り
な
く
て
ど
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
分

か
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。

改
正
内
容
と
効
果
は
。

都
市
計
画
部
長
／
本
市
盛
土
条
例
の

改
正
点
は
、
県
盛
土
条
例
の
規
制
の
及
ば

な
い
小
規
模
な
盛
土
を
規
制
す
る
と
と
も

に
、
条
例
の
適
用
範
囲
を
市
街
化
調
整
区

域
か
ら
市
内
全
域
へ
と
拡
大
、
周
辺
地
域

の
住
民
等
に
対
す
る
事
業
内
容
の
周
知
の

義
務
化
、
土
地
所
有
者
に
対
す
る
改
善
措

置
勧
告
を
規
定
す
る
ほ
か
、
罰
則
を
地
方

自
治
法
の
上
限
ま
で
引
き
上
げ
た
こ
と
が

主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
内

全
域
に
お
い
て
不
適
切
盛
土
の
防
止
、
是

正
に
対
す
る
指
導
体
制
が
強
化
さ
れ
た
と

認
識
し
て
い
る
。

答

点滴チューブが切断された
事件の概要は

新貨物ターミナルの位置づけは

沼津夜間救急医療センターの　
使途不明金に対する本市の責務

電子地図情報を活用した　
情報発信を導入する考えは

江
本
　
浩
二

川
口
　
　
慶

山
下
　
富
美
子

久
保
田
　
吉
光

沼
津
市
立
病
院
に
お
け
る
点
滴
チ
ュ

ー
ブ
の
切
断
等
の
事
件
に
つ
い
て
、
①
概

要
は
。
②
再
発
防
止
の
取
組
は
。

病
院
事
務
局
長
／
①
令
和
六
年
二
月

に
、
当
院
に
入
院
し
て
い
た
患
者
の
点
滴

チ
ュ
ー
ブ
の
切
断
や
、
体
内
に
留
置
し
て

い
た
カ
テ
ー
テ
ル
が
抜
去
さ
れ
た
事
象
が

発
生
し
た
。
院
内
で
調
査
と
協
議
を
重
ね
、

第
三
者
に
よ
る
行
為
の
可
能
性
が
考
え
ら

れ
た
た
め
、
警
察
に
相
談
を
行
い
、
被
害

届
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
警
察
の
捜
査

で
、
当
院
の
元
職
員
が
点
滴
チ
ュ
ー
ブ
の

切
断
に
関
し
て
器
物
損
壊
の
疑
い
で
逮
捕

さ
れ
、
さ
ら
に
カ
テ
ー
テ
ル
の
抜
去
に
関

問答

本
市
西
部
地
域
の
物
流
拠
点
化
に
向

け
て
、
①
新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
位
置
づ

け
は
。
②
企
業
誘
致
に
対
す
る
考
え
は
。

市
長
／
①
新
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
、

鉄
道
高
架
事
業
に
伴
い
現
貨
物
駅
機
能
を

移
転
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
長
距
離
か
つ

大
量
輸
送
を
担
う
鉄
道
輸
送
の
拠
点
が
当

地
に
移
転
す
る
こ
と
で
、
鉄
道
・
海
上
・

自
動
車
輸
送
が
相
互
に
連
携
し
た
物
流
拠

点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
施
設
に

な
る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
物
流
の

効
率
化
、
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
モ
ー

ダ
ル
シ
フ
ト
の
促
進
及
び
周
辺
地
域
の
発

展
に
資
す
る
施
設
に
な
る
と
捉
え
て
い
る
。

問答

※※4
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